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１

　
「
禁
止
」
処
分
を
受
け
た
と
さ
れ
る
、
世

耕
弘
一
先
生
著『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

た多
』に
関
し

て
は
、
⑴
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
未
だ
に
発
見
さ

れ
て
い
な
い
事
、
⑵
「
禁
止
」
処
分
の
背

景
及
び
経
緯
が
一
次
史
料
に
依
っ
て
解
明

出
来
て
い
な
い
事
の
二
点
の
文
字
通
り
の

ア
ポ
リ
ア
が
存
す
る
。

　

⑴
の
点
は
、
そ
こ
に
研
究
・
調
査
の
次

元
で
済
ま
な
い
偶
然
的
要
素
も
混
在
す
る

の
で
、
研
究
・
調
査
の
方
法
論
上
の
問
題

と
は
謂
え
な
い
。
他
方
、
⑵
の
点
は
、
純

粋
に
研
究
・
調
査
上
の
問
題
で
あ
る
か

ら
、
史
学
理
論
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
鋭
意
取

り
組
め
ば
、
解
決
出
来
る
筈
と
判
断
し
、

沈
思
を
深
め
て
史
料
探
索
を
長
期
間
に
亘

り
孜
々
と
し
て
継
続
し
た
結
果
、
漸
く
昨

年
度
末
に
決
定
的
な
一
次
史
料
を
発
見
し

て
、
相
応
の
解
明
が
出
来
た
。
本
稿
で
は
、

こ
の
様
な
『
統と

う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

た多
』
に
関
す
る

最
先
端
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
論
述
す
る

事
に
し
た
い
１
。
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ

る
前
に
、
ⅰ
『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
の
刊
行

か
ら
没
収
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
や
政
治
的
背

景
、
ⅱ
従
来
知
ら
れ
て
い
る
『
統と
う

制せ
い

流は

行や
り

憂う

多た

』
に
関
す
る
諸
史
料
を
悉
く
挙
げ

て
、
そ
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
。

　

先
ず
、
ⅰ
に
関
し
て
、
そ
の
当
時
の
一

般
的
政
治
情
勢
２
を
交
え
つ
つ
年
表
風
に

提
示
す
れ
ば
、次
の
如
く
に
な
る（
ゴ
シ
ッ

ク
体
は
世
耕
弘
一
先
生
関
係
）
。

昭
和
七
年
二
月
二
十
日
の
第
十
八
回
衆
議

院
総
選
挙
で
和
歌
山
県
二
区
に
於
い
て

立
憲
政
友
會
（
以
後
、
政
友
會
と
略
称
）

公
認
に
て
二
三
、一
一
一
票
を
獲
得
し
て
、

当
選
。

昭
和
七
年
五
月
十
五
日
、「
五
・
一
五
事
件
」

勃
発
し
、
犬
養
毅
首
相
殺
害
さ
れ
、
そ
の

結
果
、
政
党
内
閣
で
あ
る
同
内
閣
の
倒
閣
。

昭
和
七
年
五
月
二
十
六
日
、
斎
藤
実
内
閣

が
挙
国
一
致
内
閣
と
し
て
成
立
。

昭
和
七
年
九
月
十
五
日
、
斎
藤
内
閣
、「
満

州
國
」
を
承
認
。

昭
和
九
年
七
月
八
日
、
岡
田
啓
介
内
閣
成

立
。

昭
和
九
年
九
月
一
日
発
行
の
政
友
會
機
関

誌
『
政
友
』
第
四
百
九
號
に
論
説
「
岡
田

風
船
玉
内
閣
」
を
掲
載
。

昭
和
十
年
十
一
月
一
日
発
行
の
政
友
會
機

関
誌
『
政
友
』
第
四
百
二
十
五
號
に
論
説

「
岡
田
内
閣
の
外
交
を
鞭む

ち
うつ
」
を
掲
載
。

昭
和
十
一
年
二
月
二
十
日
の
第
十
九
回
衆

議
院
総
選
挙
で
和
歌
山
県
二
区
に
於
い
て

政
友
會
公
認
に
て
六
、七
五
二
票
を
獲
得

す
る
も
次
点
。

昭
和
十
一
年
二
月
二
十
六
日
、
二
・
二
六

事
件
勃
発
。

昭
和
十
一
年
三
月
九
日
、
広
田
弘
毅
内
閣

成
立
。

昭
和
十
二
年
二
月
二
日
、
林
銑
十
郎
内
閣

成
立
。

昭
和
十
二
年
四
月
三
十
日
の
第
二
十
回
衆

議
院
総
選
挙
で
は
和
歌
山
県
二
区
に
お
い

て
政
友
會
公
認
に
て
九
三
六
九
票
を
獲
得

し
て
当
選
。

昭
和
十
二
年
六
月
四
日
、
第
一
次
近
衛
文

麿
内
閣
成
立
。

昭
和
十
二
年
十
月
二
十
三
日
、「
企
畫
院
」

設
置
さ
れ
、
戦
時
統
制
体
制
構
築
の
帷
幕

と
な
る
。

昭
和
十
二
年
十
一
月
、
日
独
伊
三
国
防
共

協
定
調
印
。

昭
和
十
二
年
十
二
月
一
日
発
行
の
政
友
會

機
関
誌
『
政
友
』
第
四
百
四
十
六
號
に
論

説
「
英
國
不
可
解
な
り
」
を
掲
載
。

昭
和
十
三
年
三
月
一
日
印
刷
納
本
・
昭
和

十
三
年
三
月
五
日
發
行
の
『
國
家
總
動
員

法　

法
案
の
内
容
と
解
説　

附
・
ド
イ
ツ

國
家
總
動
員
法
』（
銀
座
書
房
）（
シ
リ
ー
ズ

名
は
「
銀
座
書
房
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」）

を
上
梓
。

昭
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
、
國
家
總
動

員
法
公
布
。

昭
和
十
四
年
一
月
一
日
発
行
の
政
友
會
機

関
誌
『
政
友
』
第
四
百
五
十
九
號
に
論
説

「
企
畫
院
の
思
想
？
」
を
掲
載
。

昭
和
十
四
年
一
月
五
日
、
平
沼
騏
一
郎
内

閣
成
立
。

昭
和
十
四
年
八
月
三
十
日
、
挙
国
一
致
内

閣
と
し
て
阿
部
信
行
内
閣
成
立
。

昭
和
十
四
年
十
月
十
六
日
、
價
格
等
統
制

令
公
布
。

昭
和
十
五
年
一
月
十
日
発
行
の
政
友
會
正

統
派
に
よ
る
『
立
憲
政
友
』
第
十
號
に
論

説
「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
を
掲
載
す
る

も
、
同
月
十
三
日
「
削
除
」
処
分
を
受
け

る
（
警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第

百
貮
拾
五
號
）。

昭
和
十
五
年
一
月
十
六
日
、
米
内
光
政
内

閣
成
立
。

昭
和
十
五
年
二
月
二
日
、
第
七
十
五
回

帝
国
議
会
に
於
け
る
立
憲
民
政
党
の

衆
議
院
議
員
斎
藤
隆
夫
（
一
八
七
〇

−

一
九
四
九
）の
所
謂
「
反
軍
演
説
」
。
爾
後
、

各
党
の
解
党
の
動
き
強
ま
る
。

昭
和
十
五
年
五
月
三
十
一
日
、
衆
議
院
議

員
世
耕
弘
一
作『
統と

う

制せ
い

流は
や
り行
憂ゆ
う

多た

』は「
禁

止
」処
分
を
受
け
る（
警
保
局

書
課『
出

版
警
察
報
』
第
百
貮
拾
八
號
）。

昭
和
十
五
年
七
月
二
十
二
日
、
第
二
次
近

衛
文
麿
内
閣
成
立
。

　

こ
こ
で
、
補
足
的
に
言
及
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
立
憲
政
友
會
正
統
派

及
び
『
立
憲
政
友
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
立
憲
政
友
會
（
以
後
、

政
友
會
と
す
る
）
の
分
裂
が
あ
る
。
昭
和

十
二
年
二
月
に
総
裁
で
あ
っ
た
鈴
木
喜
三

郎
（
一
八
六
七

−

一
九
四
〇
）
が
引
退
し
、

政
友
會
は
鳩
山
一
郎
（
一
八
八
三

−

一
九

五
九
）・
前
田
米
蔵
（
一
八
八
二

−

一
九

五
四
）・
島
田
俊
雄
（
一
八
七
七

−

一
九

四
七
）・
中
島
知
久
平
（
一
八
八
四

−

一

九
四
九
）
の
四
人
の
「
総
裁
代
行
委
員
」

に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
議
会
制

政
治
の
擁
護
を
標
榜
す
る
鳩
山
派
と
親
軍

  

世
耕
弘
一
先
生
著
『
統と

う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

た多
』
研
究
の
最
前
線　
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的
な
中
島
派
は
党
内
に
於
い
て
対
立
を
深

め
て
い
き
、
中
島
派
は
昭
和
十
四
年
四
月

三
十
日
に
臨
時
党
大
会
開
催
を
強
行
し

て
、
中
島
知
久
平
を
総
裁
に
選
出
し
た
３
。

一
方
、
鳩
山
派
は
紆
余
曲
折
を
経
て
同
年

五
月
二
十
日
に
臨
時
党
大
会
を
催
し
て
久

原
房
之
助
（
一
八
六
九

−

一
九
六
五
）
を

総
裁
に
選
出
し
た
４
。
こ
こ
に
政
友
會
は

決
定
的
に
分
裂
し
、
中
島
派
は
政
友
會
革

新
派
、
鳩
山
派
は
政
友
會
正
統
派
と
称
さ

れ
る
事
に
な
っ
た
５
。
そ
し
て
、
政
友
會

の
機
関
誌
で
あ
っ
た
『
政
友
』
は
、
昭
和

十
四
年
六
月
一
日
発
行
の
「
中
島
總
裁
推

戴
號
」（
第
四
六
三
號
）６
以
降
、
中
島
派

の
独
壇
場
と
化
し
て
、
昭
和
十
五
年
九
月

一
日
発
行
の
「
解
党
號
」（
第
四
七
八
號
）

で
終
刊
と
な
っ
た
７
。
政
友
會
正
統
派
が

中
心
に
な
っ
て
昭
和
十
四
年
五
月
二
十
日

に
『
立
憲
政
友
』
第
一
號
を
発
行
し
た
の

で
あ
る
８
。

２

　

前
節
で
年
表
風
に
提
示
し
た
『
統と
う

制せ
い

流は

行や
り

憂う

た多
』
の
刊
行
・
没
収
に
至
る
プ
ロ

セ
ス
や
政
治
的
背
景
を
改
め
て
概
観
す
る

と
、
概
し
て
世
耕
弘
一
先
生
は
政
治
上
の

重
要
な
節
目
に
於
い
て
、
論
説
を
発
表
し

て
健
筆
を
揮
っ
て
い
た
事
が
看
取
出
来
る
。

此
処
で
問
題
と
し
て
俎
上
に
載
せ
て
い
る

『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂ゆ
う

多た

』
及
び
そ
れ
に
先
行
す

る
「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
以
外
で
、
特

に
刮
目
に
値
す
る
著
述
は
『
國
家
總
動
員

法　

法
案
の
内
容
と
解
説　

附
・
ド
イ
ツ

國
家
總
動
員
法
』（
昭
和
十
三
年
）及
び「
企

書
院
の
思
想
？
」（
昭
和
十
四
年
）
で
あ
る
。

　
『
國
家
總
動
員
法　

法
案
の
内
容
と
解

説　

附
・
ド
イ
ツ
國
家
總
動
員
法
』
は
、

先
般
新
た
に
発
見
し
得
た
貴
重
な
史
料
で

あ
り
、
縦
約
十
九
セ
ン
チ
・
横
約
十
二
セ

ン
チ
、
全
三
十
七
頁
の
小
冊
子
９
な
の
で

あ
る
が
、
第
七
十
三
回
帝
国
議
会
で
「
國

家
總
動
員
法
」
が
審
議
中
に
刊
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
非
常
に
注
目
す
べ
き
本
書

の
目
次
は
、
次
の
如
く
な
っ
て
い
る
。

　

一
、
國
家
總
動
員
法
と
は
何
か

　

二
、
こ
の
法
案
の
重
要
な
論
爭
點

　

三
、
國
家
總
動
員
法
案
と
関
係
あ
る
帝

國
憲
法
の
諸
條
項
並
に
其
の
解
説

　

四
、
國
家
總
動
員
法
案
全
文

　

五
、
ド
イ
ツ
國
家
總
動
員
法

　
「
一
」
か
ら
「
三
」
ま
で
細
か
い
分
析
・

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
不
思
議
な
事

に
、
世
耕
弘
一
先
生
独
自
の
評
価
・
結
論

が
積
極
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
按

ず
る
に
、
検
閲
に
よ
っ
て
、
発
禁
・
没
収

等
を
避
け
る
為
の
高
等
戦
術
と
判
断
さ

れ
、
し
か
も
第
三
者
の
次
の
如
き
言
葉
が

引
用
さ
れ
て
、
著
者
と
し
て
の
意
見
が
巧

み
に
述
懐
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
⓾
。

　
　
（
前
略
）
だ
か
ら
此
の
法
律
を
作
る

こ
と
に
反
対
の
人
は
「
こ
れ
は
政
府
が

議
會
か
ら
白
紙
委
任
状
を
取
る
の
と
同

じ
こ
と
で
あ
り
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
議
會

無
視
で
あ
り
或
は
憲
法
停
止
と
同
様
で

あ
る
」
と
論
難
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、「
四
」
で
は
「
國
家
總
動
員
法
案
」

の
全
文
が
掲
示
さ
れ
、「
五
」
で
は
「
ド

イ
ツ
國
家
總
動
員
法
」
と
し
て
、
一
九
三

三
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
制
定
し
た
所
謂
「
授

権
法
」（Erm

ächtigungsgesetz

）
と

そ
の
後
の
関
連
法
律
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
次
の
如
く
述
べ
ら

れ
て
い
る
⓫
。（
表
記
は
原
文
通
り
）

　
　

獨
逸
は
一
九
一
八
年
十
一
月
勃
發
し

た
る
革
命
に
依
り
共
和
國
と
成
り
、
自

由
主
義
的
民
主
制
に
基
礎
を
有
す
る
憲

法
、
卽
ち
ワ
イ
マ
ー
憲
法
を
發
布
し
た
。

然
る
に
一
九
三
三
年
一
月
二
十
日
成
立

し
た
る
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
内
閣
は
組
閣
後
二

日
目
、
卽
ち
二
月
一
日
先
づ
國
議
會
を

解
散
す
る
と
共
に
、
聯
邦
中
、
最
も
有

力
な
る
プ
ロ
シ
ア
邦
議
會
を
解
散
し
て
、

同
年
三
月
三
日
總
選
挙
を
行
ひ
、
此
の

選
舉
後
の
同
月
二
十
日
議
會
を
召
集
し

て
先
づ
總
動
員
法
の
骨
子
と
も
成
る
べ

き
「
國
民
及
國
家
の
艱
難
を
除
去
す
る

爲
の
法
律
」（
所
謂
授
権
法
）
を
制
定

す
る
と
共
に
、
爾
後
次
の
如
き
諸
種
の

國
家
總
動
員
法
を
公
布
し
た
。（
後
略
）

　

以
上
か
ら
按
ず
る
に
、
わ
が
国
の
國
家

總
動
員
法
の
制
定
は
「
政
府
が
議
會
か
ら

白
紙
委
任
状
を
取
る
」
に
等
し
く
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
議
会
無
視
」
や
「
憲
法
停
止
」

と
同
様
と
な
り
、ヒ
ト
ラ
ー
が
「
授
権
法
」、

即
ち
ド
イ
ツ
の
國
家
總
動
員
法
で
議
会
を

無
視
し
憲
法
を
停
止
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ

の
途
を
拓
い
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
と
い

う
主
張
が
、
本
書
で
は
巧
み
に
為
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
世
耕
弘
一
先
生
が
所
属
し
て
い

た
政
友
會
の
機
関
誌
『
政
友
』
に
発
表
さ

れ
た
「
企
畫
院
の
思
想
？
」
と
題
す
る
論

説
を
俎
上
に
載
せ
る
前
に
、
企
畫
院
そ
の

も
の
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
日
中
戦
争
が
激
化
す
る
中
で

戦
時
体
制
構
築
に
資
す
る
為
に
、
昭
和
十

二
年
十
月
二
十
三
日
に
「
勅
令
第
六
百
五

號
」で「
企
畫
院
官
制
」⓬
が
公
布
さ
れ
、「
企

畫
院
ハ
内
閣
總
理
大
臣
ノ
管
理
ニ
属
シ
」、

「
平
時
ニ
於
ケ
ル
綜
合
國
力
ノ
拡
充
運
用
ニ

日本大学教授
衆 議 院 議 員世耕弘一著『國家總動員法　法案の内
容と解説　附・ ドイツ國家總動員法』（銀座書
房昭和十三年三月五日發行）国立国会図書館所
蔵（特242・951）の表表紙
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關
シ
案
ヲ
起
草
シ
理
由
ヲ
具
ヘ
テ
内
閣
總

理
大
臣
ニ
上
申
ス
ル
コ
ト
」、「
國
家
總
動
員

計
畫
ノ
設
定
及
遂
行
ニ
關
ス
ル
各
廰
事
務

ノ
調
整
統
一
ヲ
圖
ル
コ
ト
」
等
の
「
事
務

ヲ
掌
ル
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
企
畫
院
の
思
想
？
」は
、
所
謂
「
新
々

官
僚
」（
そ
の
後
、「
革
新
官
僚
」
と
も
呼

ば
れ
た
）
が
蝟
集
し
て
、
右
記
の
如
き
戦

時
体
制
推
進
の
中
心
的
機
関
と
な
っ
た

「
企
畫
院
の
思し

想さ
う

的て
き

解か
い

剖ば
う

」
を
試
み
、「
企き

畫か
く

院い
ん

の
包
蔵
す
る
思
想
は
資
本
主
義
思
想

か
社し

や

会か
い

主し
ゆ

義ぎ

経け
い

済ざ
い

思し

想さ
う

？
と
言
ふ
こ
と
」

を「
根
本
的
に
訊
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
し
て
、
当
時
の
企
畫
院
の
施
策
の
幾
つ

か
を
具
に
批
判
的
に
取
り
上
げ
た
上
で
⓭
、

そ
の
根
本
的
問
題
と
し
て
、
次
の
二
点
を

指
摘
し
て
い
る
と
謂
え
よ
う
。

　

⑴
「
企き

畫か
く

院い
ん

が
現
在
採
り
つ
ゝ
あ
る
國

内
政
策
」
が
「
資
本
主
義
の
是
正
」
な
ら

ば
「
資
本
主
義
の
強

き
よ
う
化か

発は
つ

展て
ん

策さ
く

」
で
あ
る

べ
き
な
の
に
、「
日
本
の
資
本
主
義
の
強

化
」
で
は
な
く
て
、「
資
本
主
義
の
修し

う

正せ
い

」

へ
の
「
一
歩
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
社し
や

會か
い

主し
ゆ

義ぎ

の
前
提
」
と
な
っ
て
い
る
恐
れ
が
あ

る
事

　

⑵
企
畫
院
で
立
案
さ
れ
る
法
案
は
殆
ど

が
「
國
民
の
死し
く
わ
つ
も
ん
だ
い

活
問
題
に
關
す
る
重ぢ
う

大だ
い

法は
う

案あ
ん

」
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
国
民
の
意
を

汲
も
う
と
せ
ず
「
短
期
間
に
作さ
く

成せ
い

発は
つ

布ぷ

」

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
慎
重
な

る
議
會
の
審し
ん

議ぎ

す
ら
」
も
許
さ
ず
、「
全

く
獨ど
く

断だ
ん

専せ
ん

行か
う

で
然
も
獨
善
主
義
で
あ
る
」

事
　

⑴
は
、
真
に
企
畫
院
の
施
策
の
背
後
に

あ
る
「
思
想
」
を
問
題
と
し
て
お
り
、
自

由
主
義
を
前
提
と
し
た
資
本
主
義
の
発

展
・
強
化
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、「
統
制
」
に
よ
っ
て
資
本
主
義
を
修

正
す
る
事
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
社

会
主
義
経
済
に
途
を
拓
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
と
喝
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑵

は
、
企
畫
院
の
政
策
の
法
手
続
上
の
問
題

点
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
畫
院
の

立
案
す
る
も
の
は
「
勅
令
」
と
し
て
導
入

さ
れ
て
お
り
、
国
民
の
代
表
が
選
出
さ
れ

た
議
会
で
審
査
さ
れ
て
お
ら
ず
、
立
法
府

と
し
て
の
議
会
を
無
視
し
た
も
の
で
、
議

会
制
民
主
主
義
で
は
な
く
て
専
制
政
治
と

な
っ
て
い
る
と
糾
弾
し
て
い
る
。

　

こ
の
様
に
考
察
を
進
め
る
と
、
ヴ
ァ
イ

マ
ル
（W

eim
ar

）
共
和
国
の
「
相
対
的

安
定
期
」
に
ド
イ
ツ
留
学
さ
れ
て
、
ヴ
ァ

イ
マ
ル
憲
法
下
の
議
会
制
民
主
主
義
の
政

治
を
考
察
さ
れ
て
い
る
世
耕
弘
一
先
生
か

ら
す
れ
ば
、
企
畫
院
は
議
会
制
民
主
主
義

を
否
定
し
て
、
國
家
總
動
員
法
の
制
定
と

そ
れ
に
よ
る
施
策
に
よ
っ
て
戦
時
体
制
構

築
を
推
進
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
と
同
様

に
、
日
本
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
淵
に
追
い
遣

る
危
険
を
孕
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
斯
か
る
時
流
に
竿
差
す
企
畫
院

が
、
議
会
制
民
主
主
義
を
擁
護
す
る
世
耕

弘
一
先
生
の
政
治
上
の
正
面
の
対
立
者
に

な
っ
て
い
く
の
は
、
正
し
く
必
然
的
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

世
耕
弘
一
先
生
の
企
畫
院
に
対
す
る
斯

か
る
批
判
は
、
畢
竟
、
そ
こ
に
蝟
集
す

る
「
新
々
官
僚
」（「
革
新
官
僚
」
と
も
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
る
）
へ
の
批
判
に
も
な

る
事
に
想
い
を
輸
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
点
こ
そ
は
、
先
に
第
一
節
で

指
摘
し
た
先
生
の
岡
田
内
閣
に
対
す
る
手

厳
し
い
諸
批
判
と
も
関
連
性
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
逆
に
先
生
の
「
諸

事
統
制
廃
止
之
事
」
及
び
『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
に
対
す
る
執
拗
な
弾
圧
に
繋
が
っ
て

い
く
、
と
判
断
さ
れ
る
。

　

前
述
の
如
く
、
昭
和
七
年
五
月
十
五
日

の
「
五
・
一
五
事
件
」
に
よ
っ
て
、
犬
養

首
相
が
殺
害
さ
れ
て
、
政
党
内
閣
で
あ
る

同
内
閣
が
倒
閣
し
た
の
だ
が
、
挙
国
一
致

内
閣
と
し
て
の
後
継
の
斎
藤
実
内
閣
は
政

党
に
立
脚
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
政
党
勢

力
が
相
対
的
に
後
退
す
る
局
面
で
官
僚
が

そ
れ
に
相
応
し
て
独
自
的
な
動
き
を
示
し

始
め
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
新
官
僚
」

の
現
出
と
さ
れ
て
い
る
⓮
。
だ
が
、
軍
部

と
の
関
係
性
の
あ
っ
た
「
新
官
僚
」
は
、

昭
和
十
一
年
の
二
・
二
六
事
件
に
間
接
的

に
関
わ
っ
た
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ

を
契
機
に
し
て
「
新
官
僚
」
の
存
在
は
希

薄
に
な
っ
て
い
く
⓯
。

　

先
に
挙
げ
た
世
耕
弘
一
先
生
の
批
判
か

ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
岡
田
内
閣
は

弱
体
だ
と
の
批
判
が
あ
り
、
こ
れ
を
補
強

す
る
意
味
合
い
か
ら
、
昭
和
十
年
五
月
十

日
に
勅
令
第
百
十
八
號
⓰
に
よ
り
内
閣
審

議
会
が
、
そ
の
事
務
局
と
し
て
勅
令
第

百
十
九
號
⓱
に
よ
り
内
閣
調
査
局
が
設
置

さ
れ
、
後
者
に
各
省
の
新
進
気
鋭
の
官
僚

が
結
集
す
る
こ
と
に
な
る
⓲
。
林
内
閣
の

時
代
の
昭
和
十
二
年
五
月
一
三
日
に
勅
令

第
百
九
二
號
⓳
に
よ
り
内
閣
調
査
会
は
廃

止
さ
れ
て
企
画
廳
が
発
足
し
た
が
、
そ
れ

が
昭
和
二
年
五
月
二
六
日
に
勅
令
第

百
三
九
號
⓴
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
た
資

源
局
と
合
体
し
て
、
前
述
の
如
く
昭
和

十
二
年
十
月
二
三
日
に
企
畫
院
が
成
立
し

た
。
日
中
戦
争
が
本
格
化
す
る
中
で
、
戦

時
統
制
体
制
構
築
の
為
の
拠
点
で
あ
る
同

院
に
蝟
集
す
る
の
が
、
親
軍
的
な
一
面
を

持
つ
「
新
々
官
僚
」、
す
な
わ
ち
「
革
新

官
僚
」
と
称
せ
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で

あ
る
㉑
。

　
　
　
　
　
　
　

 

３

　

次
に
ⅱ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』の
基
に
な
っ
た「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」

に
つ
い
て
、
先
ず
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

従
来
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
、
可
信
性

（Glaubw
ürdigkeit

）
の
高
い
唯
一
の
史
料
は
、
警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第
百
貮

拾
五
號（
昭
和
十
五
年
二
月
）㉒
掲
載
の
「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
「
削
除
」
処
分
の
理
由
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

立　

憲　

政　

友　
一
月
十
日
附

第
一
〇
號　
東
京
市
立
憲
政
友

會
情
報
部
發
行　

一
月
十
三
日
削
除

　
　
［
諸
事
統
制
廃
止
之
事
］（
衆
議
院
議
員
世
耕
弘
一
）
ト
題
ス
ル
記
事
ハ

　

國
家
總
動
員
法
ニ
基
ク
現
行
統
制
經
濟
ヲ
攻
撃
シ
タ
ル
全
面
的
經
濟
統
制
反

　

対
論
ナ
ル
ガ
、
斯
ル
思
想
ノ
宣
傳
ハ
國
策
遂
行
上
支
障
ア
ル
モ
ノ
ト
被
認
タ

　

ル
ニ
因
リ
二
四
及
二
五
頁
削
除
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『
立
憲
政
友
』
の
「
第
一
〇
號
」
の
「
二
四
及
二
五
頁
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
諸
事

統
制
廃
止
之
事
」
が
「
削
除
」
処
分
と
さ
れ
た
の
は
、「
國
家
總
動
員
法
ニ
基
ク
現
行
統

制
經
濟
ヲ
攻
撃
シ
タ
ル
全
面
的
經
濟
統
制
反
対
論
」
が
「
國
策
遂
行
上
支
障
ア
ル
モ
ノ
」

と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
官
報　
昭
和
十
三
年
四
月
一
日

第
三
千
三
百
七
十
一
號
金
曜
日

』
掲
載
の
「
法
律
第
五
十
五
號　

國
家
總
動
員
法
」（
昭
和

十
三
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）㉓
は
、
第
拾
九
條
で
「
統
制
經
濟
」
に
つ
い
て
、
次
の
様
に

規
定
し
て
い
る
。

　

第
拾
九
條　

政
府
ハ
戦
時
ニ
際
シ
国
家
總
動
員
上

　
　

必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
價

　
　

格
、
運
送
賃
、
保
管
料
、
保
険
料
、
賃
貸
料
又
ハ

　
　

加
工
賃
ニ
關
シ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ

　
　

得

　

同
條
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
昭
和
十
四
年
十
月
十
六
日

に
公
布
さ
れ
た
勅
令
七
百
三
號
「
價
格
等
統
制
令
」
等
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
く
㉔
。

　

そ
し
て
、「
國
家
総
動
員
法
」
の
第
二
十
條
で
は
、
同
法
運
用
の
上
で
、「
出
版
物
」
の

掲
載
に
付
い
て
の
「
制
限
又
ハ
禁
止
」
処
分
に
関
し
て
、
次
の
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
十
條　

政
府
ハ
戰
時
ニ
際
シ
國
家
總
動
員
上

　
　

必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
新

　
　

聞
紙
其
ノ
他
ノ
出
版
物
ノ
掲
載
ニ
付
制
限
又
ハ

　
　

禁
止
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　

政
府
ハ
前
項
ノ
制
限
又
ハ
禁
止
ニ
違
反
シ
タ
ル

　
　

新
聞
紙
其
ノ
他
ノ
出
版
物
ニ
シ
テ
國
家
總
動
員

　
　

上
支
障
ア
ル
モ
ノ
ノ
發
賣
及
頌
布
ヲ
禁
止
シ
之

　
　

ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
併

　
　

セ
テ
其
原
版
ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　

更
に
、
同
法
の
第
二
十
條
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
に
つ
い
て
、
第
三
十
九
條
に
お
い

て
、
次
の
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る

　

第
三
十
九
條　

第
二
十
條
第
一
項
ノ
規
程
ニ
依
ル

　
　

制
限
又
ハ
禁
止
ニ
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
新
聞
紙

　
　

ニ
在
リ
テ
ハ
發
行
人
及
編
輯
人
、
其
ノ
他
ノ
出

　
　

版
物
ニ
在
リ
テ
ハ
發
行
者
及
著
作
者
ヲ
二
年
以

　
　

下
ノ
懲
役
若
ハ
禁
固
又
ハ
二
仟
圓
以
下
ノ
罰
金

　
　

ニ
處
ス

　
　

新
聞
紙
ニ
在
リ
テ
ハ
編
輯
人
以
外
ニ
於
テ
實
際

　
　

編
輯
ヲ
憺
当
シ
タ
ル
者
及
掲
載
ノ
記
事
ニ
署
名

　
　

シ
タ
ル
者
亦
前
項
ニ
同
ジ

　

こ
こ
で
重
要
な
事
に
は
、
前
掲
の
警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第
百
貮
拾
五
號
で

は
「
削
除
」
処
分
を
受
け
た
理
由
の
後
に
、「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
の
次
の
様
な
抜
粋
分

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
表
記
は
原
文
通
り
）

　
（
前
略
）
物
價
高
け
れ
ば
し
ま
つ
す
る
、
高
け
れ
ば
物
よ
け
つ
く
る
、
そ
こ
で

　

市
場
も
繁
盛
し
、
物
の
不
足
も
充
た
さ
れ
て
、
公
正
相
場
が
顔
を
出
す
。
物
安

　

け
れ
ば
よ
け
使
ふ
、
消
費
節
約
逆
と
な
る
、
公
定
相
場
の
低
價
格
、
物
の
消
費

　

を
助
長
す
る
。（
中
略
）　

物
の
不
足
を
充
す
に
は
、
高
物
價
よ
り
外
は
な
い
。

　

低
物
價
で
は
物
出
来
ぬ
。
不
景
氣
政
策
、
低
物
價
、
こ
ゝ
の
道
理
を
わ
き
ま
へ

　

よ
。（
中
略
）
あ
れ
も
統
制
こ
れ
も
ぞ
と
、
統
制
は
や
り
は
も
う
懲
り
た
。
統

　

制
止
め
て
、
自
由
相
場
に
建
て
直
せ
、
時
局
を
救
ふ
近
道
ぞ
。（
中
略
）
聞
け

　

國
民
の
要
求
を
！
耳
傾
け
よ
民
の
聲
。

　
　

先
ず
國
動
法
や
め
て
く
れ
、
國
民
が
、
履
行
出
來
な
い
法
律
は
、
無
益
有
害

　

の
法
令
ぞ
、
官
僚
獨
善
で
、
こ
し
ら
へ
あ
げ
た
法
令
を
無
理
に
通
し
て
國
動
法
、

　

こ
の
ま
ゝ
呑
め
ば
、
生
命
取
り
。（
中
略
）　

道
理
の
あ
は
ぬ
政
治
し
て
、
國
は

　

栄
へ
ぬ
、
民
は
泣
く
、
金
が
あ
つ
て
も
物
買
へ
ぬ
。
物
の
あ
る
時
、
買
は
に
や

　

損
、
食
つ
て
ゆ
か
れ
ぬ
世
と
な
り
ぬ
。
餓
鬼
の
仕
打
ち
と
言
ふ
な
か
れ
、
物
の

　

買
ひ
た
め
無
理
は
な
い
。
あ
す
の
政
治
が
氣
に
か
ゝ
る
。
民
の
心
が
落
ち
つ
か

　

ぬ
。
道
理
じ
や
無
理
じ
や
胸
せ
ま
り
、
あ
す
の
日
本
が
思
は
れ
る
。（
中
略
）

　

苦
心
さ
ん
憺
骨
け
ず
り
、
四
百
餘
州
を
攻
め
と
つ
て
、
守
り
か
た
め
た
人
達
に

　

こ
ん
な
泣
き
ご
と
聞
か
さ
り
よ
か
、
無
理
は
言
ふ
ま
い
我
慢
す
る
、
支
那
を
治

　

め
る
そ
れ
ま
で
は
、
と
は
言
ふ
も
の
ゝ
次
々
に
、
發
令
さ
れ
る
統
制
令
、
咽
し

　

め
ら
れ
る
思
ひ
す
る
。

　

あ
ヽ
統
制
令
や
め
て
ほ
し
。（
中
略
）
け
ち
な
統
制
令
け
つ
と
ば
せ
、
モ
ー
ロ

　

ー
内
閣
踏
み
つ
ぶ
し
、
強
力
内
閣
樹
立
し
て
、
我
春
た
ヽ
へ
ん
一
億
民
！

　
（
下
略
）

　

従
っ
て
、
こ
こ
で
浮
上
す
る
ア
ポ
リ
ア
は
、
当
該
「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
が
掲
載
さ

れ
た
と
さ
れ
て
い
る
『
立
憲
政
友
』
第
十
號
そ
の
も
の
が
、
従
来
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

前
掲
の
警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第
百
貮
拾
五
號
（
昭
和
十
五
年
二
月
）
三
十
八
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頁
の
記
述
通
り
か
否
か
さ
え
判
断
出
来
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
種
々
の
調
査
の
結
果
、

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
附
属
近
代
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
明
治
新
聞

雑
誌
文
庫
」
の
み
に
『
立
憲
政
友
』
第
十
號
が
収
録
さ
れ
て
い
る
事
を
見
出
し
、
複
写
依

頼
し
て
届
い
た
同
號
を
閲
覧
し
た
処
、事
実
、「
昭
和
十
五
年
一
月
十
日
印
刷
納
本
」
の
『
立

憲
政
友
』
第
十
號
表
紙
（
奥
付
に
は
「
印
刷
納
本　

昭
和
十
五
年
一
月
八
日
」「
發
行　

昭

和
十
五
年
一
月
十
日
」
と
な
っ
て
い
る
）
に
掲
載
さ
れ
た
目
次
に
は
「
諸
事
統
制
廃
止
之

事
…
…
…
…
…
衆
議
院
議
員
…
世
耕
弘
一
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
出
来
て
雀
喜

し
た
の
も
束
の
間
、
表
紙
の
下
部
に
次
の
如
き
書
込
み
が
あ
り
、
唖
然
と
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
複
写
さ
れ
た
同
號
を
紐
く
と
、
事
実
、「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
は
見
出
せ
な

か
っ
た
。
詰
ま
り
、警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第
百
貮
拾
五
號
（
昭
和
十
五
年
二
月
）

三
十
八
頁
の
記
述
通
り
、「
二
四
及
二
五
頁
削
除
」
の
事
実
が
見
出
せ
た
（
！
）
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
そ
の
後
も
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
附
属
近
代
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー

以
外
で
、『
立
憲
政
友
』
第
十
號
が
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
か
を
調
査
し
た
が
、徒
労
に
帰
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
按
ず
る
に
、『
立
憲
政
友
』
第
十
號
の
当
該
頁
が
削
除
さ
れ
た
に
止
ま
ら
ず
、

同
號
そ
の
も
の
が
殆
ど
廃
棄
さ
る
と
い
う
甚
だ
し
い
弾
圧
を
受
け
た
と
い
う
事
な
の
で
あ

ろ
う
。
世
耕
弘
一
先
生
が
、『
立
憲
政
友
』
第
十
號
の
出
版
主
体
で
あ
る
「
立
憲
政
友
會
情

報
部
」
に
提
出
さ
れ
た
原
稿
は
、無
論
、現
存
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い
か
ら
、今
後
も
『
立

憲
政
友
』
第
十
號
を
探
索
す
る
よ
り
途
は
無
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
史
料
と
し
て
は
、

次
の
様
な
も
の
が
あ
る
。

A
『
回
想　

世
耕
弘
一
』「
小
伝
」
収
録
の
『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た　

衆
議
院
議
員　

世
耕
弘
一
』

（
以
後
、Ｑ-

Ａ
と
略
称
）㉕

B
警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第
百
貮
拾
八
號
㉖
収
録
『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
の
件
（
以

後
、
Ｑ-

Ｂ
と
略
称
）

　

Ｑ-

Ａ
は
『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
の
全
文
の
翻
刻
史
料
で
あ
る
と
い
う
点
で
非
常
に
重
要
で

あ
る
の
だ
が
、
そ
の
依
拠
す
る
具
体
的
な
史
料
が
何
で
あ
る
か
が
、
詰
ま
り
来
歴

（H
erkunft

）
が
不
明
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
最
近
に
な
っ
て
世
耕
弘
一
先
生
の
東
京
都
池

袋
の
旧
宅
で
、『
寫　

統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た　

衆
議
院
議
員　

世
耕
弘
一
』（
以
後
、Ｑ-

寫
と
略
称
）

な
る
青
焼
き
複
写
物
が
発
見
さ
れ
た
㉗
。
Ｑ-

寫
は
Ｑ-

Ａ
と
同
一
内
容
で
あ
る
か
ら
、
Ｑ-

Ａ

は
Ｑ-

寫
に
基
づ
く
も
の
と
判
断
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
Ｑ-

寫
と
『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

　

衆
議
院
議
員　

世
耕
弘
一
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
以
後
、
Ｑ-

Ｏ
と
略
称
）
や
そ
の
本
来
の

手
稿
史
料
（
以
後
、
Ｑ-

Ｈ
と
略
称
）
と
の
関
係
性
を
、
今
後
、
史
学
理
論
に
則
っ
て
詳
し

く
分
析
す
る
必
要
が
不
可
避
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
性
の
図
式
を
取
敢
え
ず
簡
単
に
示

せ
ば
、
次
の
如
く
な
ろ
う
か
。

　

Ｑ-

Ｈ
→
Ｑ-

寫
→
Ｑ-

Ａ

　
　
　

 

→
Ｑ-

Ｏ

　

そ
し
て
、
Ｑ-

Ｂ
の
内
容
を
掲
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た　
　
衆
議
院
議
員

世
耕
弘
一
作　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
卅
一
日
禁
止

　
　

本
書
（
三
五
版
一
六
頁
活
版
刷
）
ハ
、
東
京
市
豊
島
區
池
袋
一
ノ
二
居
住

　
　

和
歌
山
縣
第
二
區
選
出
衆
議
院
議
員
世
耕
弘
一
ニ
依
リ
阿
部
内
閣
時
代
秘

　
　

密
出
版
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
曩
ニ
「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」
ト
題

　
　

シ
、
立
憲
政
友
一
月
號
二
四
、二
五
頁
掲
載
全
文
削
除
處
分
ヲ
受
ケ
タ
ル

　
　

記
事
ト
全
ク
同
一
内
容
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
全
面
的
ニ
統
制
經
濟
消
費
節
約

　
　

低
物
價
政
策
、
國
家
總
動
員
法
施
行
其
ノ
他
諸
國
策
ニ
反
対
ヲ
表
明
シ
、

　
　

自
由
主
義
經
濟
ヲ
謳
歌
強
調
シ
タ
ル
露
骨
極
端
ナ
ル
歌
詞
ハ
徒
ラ
ニ
人
心

　
　

ヲ
刺
戟
シ
テ
社
會
不
安
ヲ
醸
成
シ
國
民
ニ
政
治
不
信
ノ
念
ヲ
生
ゼ
シ
ム
ル

　
　

處
ア
ル
ニ
因
リ
禁
止
。

　

Ｑ-

Ｂ
は
印
刷
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
立
脚
す
る
と
こ
ろ
の
、
内
務
省
警
保
局
で
作
成
・

保
管
さ
れ
て
い
た
史
料
（
以
後
、Ｑ-

Ｘ
と
略
称
）
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
、

関
係
性
の
図
式
を
、
史
学
理
論
に
則
り
明
示
す
れ
ば
、
次
の
如
く
な
ろ
う
。

　

Ｑ-

Ｈ
→
Ｑ-

Ｏ
→
Ｑ-
Ｘ
→
Ｑ-

Ｂ

『立憲政友』第十號（東京大学大学院法学政治
学研究科附属近代法政史料センター所蔵「明
治新聞雑誌文庫」収録）の表表紙

世
耕
弘
一
「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」P24

−25　

削
除
処
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭15.1.13

）「
出
版
警
察
報
」
に
よ
る
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４

　

終
戦
後
に
連
合
国
〔
軍
〕
最
高
司
令
官

総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
よ
っ
て
押
収
さ

れ
、
そ
の
後
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
側
か
ら

返
却
さ
れ
て
国
立
公
文
書
館
に
保
管
さ
れ

て
い
る
文
書
群
の
中
に
、
内
務
省
警
保
局

関
係
史
料
を
見
出
し
た
。
同
局
が
押
収
さ

れ
る
事
を
懸
念
し
て
、
文
書
を
大
量
に
処

分
し
た
と
も
さ
れ
る
事
を
裏
付
け
る
が
如

く
、
同
局
の
文
書
は
網
羅
的
に
は
残
っ
て

い
な
い
様
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
同
局
の
構
成
を
詳
し
く
調
査

し
て
「
内
在
的
」（im

m
anent

）
理
解
を

深
め
、
存
在
が
想
定
さ
れ
る
Ｑ-

Ｘ
を
残

し
た
可
能
性
が
あ
る
同
局
の
課
・
係
を
絞

り
込
む
作
業
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
局
検
閲

課
保
管
係
が
浮
上
し
た
。
そ
こ
で
、
同
局

検
閲
課
保
管
係
関
係
史
料
を
精
査
し
た
結

果
、
同
局
検
閲
課
保
管
係
が
作
成
し
た
文

書
群
の
中
に
Ｑ-

Ｘ
と
思
し
き
史
料
を
発

見
す
る
事
が
出
来
た
。

　

決
定
的
に
重
要
な
史
料
Ｑ-

Ｘ
収
録
の

も
の
が
、『
昭
和
十
五
年
度　

單
行
本
處

分
日
誌　

檢
閲
課
保
管
係
』㉘
と
い
う
冊
子

で
あ
り
、
サ
イ
ズ
は
縦
約
二
十
一
・
五
セ

ン
チ
・
横
約
十
五
・
五
セ
ン
チ
で
、
三
十

六
丁
（
表
表
紙
・
裏
表
紙
を
除
く
）
か
ら

成
り
、閉
紐
で
括
ら
れ
て
い
る
。「
著
譯
者
」

「
題
名
」「
發
行
日
附
」「
號
數
」「
處
分
月

日
」「
型
種
」「
頁
數
」「
處
分
種
別
」「
發

行
地
（
所
）
名
」「
納
本
申
報
ノ
區
別
」「
手

配
要
領
」「
適
用
」「
取
扱
者
印
」「
起
案

月
日
」
の
欄
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、「
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

」
の
場
合
は
七
丁
表
冒
頭
部

に
次
の
如
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
著
譯
者
」
に
は
「
衆
議
院
議
員
世
耕

弘
一
」、「
題
名
」は「
統と

う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

」、「
發

行
日
附
」
は
「
不
明
」、「
號
數
」
は
「
第

１
號
」、「
處
分
月
日
」
は
「
五
月
三
十
一

日
」、「
型
種
」
は
「
三
五
版
」、「
頁
數
」

は
「
一
六
頁
」、「
處
分
種
別
」
は
「
安
寧

　

風
俗
」
が
予
め
印
刷
さ
れ
て
い
て
「
風

俗
」
が
縦
線
で
消
さ
れ
て
い
て
、「
發
行

地
（
所
）
名
」
は
「
不
明
ナ
ル
モ
著
作
署

所
名
ハ
東
京
市
豊
島
区
池
袋
一
ノ
二
番
地

和
歌
山
縣
第
二
区
選
出
代
議
士
世
耕
弘

一
」、「
納
本
申
報
ノ
區
別
」
は
予
め
「
納

本　

申
報
」
が
印
刷
さ
れ
て
い
て
「
申
報
」

の
上
の
部
分
に
「
神
奈
川
縣
」
と
記
入
さ

れ
て
、「
手
配
要
領
」
は
「
神
奈
川
」（
括

弧
内
の
人
名
は
略
す
）「
警
視
广
」（
括
弧

内
の
人
名
は
略
す
）「
和
歌
山
」（
括
弧

内
は
未
記
入
）「
電
報
手
配
略
」、「
適
用
」

は
「
阿
部
内
閣
時
代
ニ
政
府
不
信
ノ
世
耕

代
議
士
ニ
依
リ
秘
密
出
版
サ
レ
タ
モ
ノ
ト

認
メ
ラ
レ
全
面
的
ニ
統
制
経
済
共
々
節
約

低
物
價
政
策
等
反
対
自
由
主
義
経
済
謳
歌

強
調
セ
ル
露
骨
極
端
ナ
ル
歌
詞
。
」、「
取

扱
者
印
」
欄
に
は
取
扱
者
の
署
名
が
あ
り
、

「
起
案
月
日
」
は
未
記
入
と
な
っ
て
い
て
、

欄
外
上
部
に
「
寧1962

」（「
寧
」
は
赤
色

ス
タ
ン
プ
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
解
読
し
た
記
述
に
於
け
る
注
目
す

べ
き
点
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
如
く
な
る
。

⒜
本
書
は
奥
付
を
欠
い
て
い
た
よ
う
で
、

従
っ
て
「
發
行
日
附
」
は
「
不
明
」
と
さ

れ
て
い
る
と
想
わ
れ
る
が
、「
諸
事
統
制

廃
止
之
事
」
が
昭
和
十
五
年
「
一
月
十
三

日
削
除
」
さ
れ
、
本
書
の
「
處
分
月
日
」

は
「
五
月
三
十
一
日
」
と
な
っ
て
い
る
か

ら
、
本
書
の
「
發
行
日
附
」
は
当
然
こ
の

間
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

⒝
「
處
分
種
別
」
は
「
安
寧　

風
俗
」
が

予
め
印
刷
さ
れ
て
い
て
「
風
俗
」
が
縦
線

で
消
さ
れ
て
い
る
か
ら
「
安
寧
」
で
あ
る
。

⒞
「
納
本
申
報
ノ
區
別
」
は
予
め
「
納
本

　

申
報
」
が
印
刷
さ
れ
て
い
て
「
申
報
」

の
上
の
部
分
に
「
神
奈
川
縣
」
と
記
入
さ

れ
て
い
る
か
ら
、具
体
的
に
は
当
時
の「
神

奈
川
縣
警
察
部
」
の
「
申
報
」
と
い
う
事

に
な
り
、
検
閲
の
為
に
「
納
本
」
さ
れ
て

い
な
い
故
に
「
秘
密
出
版
サ
レ
タ
モ
ノ
」

と
断
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⒟
「
手
配
要
領
」
は
「
神
奈
川
」「
警
視
广
」

「
和
歌
山
」と
あ
る
の
で
、警
保
局
か
ら「
警

視
广
」
及
び
「
神
奈
川
縣
警
察
部
」・「
和

歌
山
縣
警
察
部
」
の
み
に
手
配
が
指
示
さ

れ
、
全
国
的
に
「
電
報
」
で
手
配
さ
れ
る

事
は
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ

る
。

⒠
「
適
用
」
欄
に
記
入
さ
れ
た
文
言
は
、

前
掲
の
Ｑ-

Ｂ
に
掲
載
さ
れ
た
文
言
と
殆

『昭和十五年度　單行本處分日誌　檢閲課保管係』
国立公文書館所蔵（分類：返青・排架番号3A・15・
15－6－1）の表表紙

『昭和十五年度　單行本處分
日誌　檢閲課保管係』国立公
文書館所蔵の七丁表冒頭部

個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
こ
の
史
料
に
記
載
さ
れ

て
い
る
個
人
名
は
判
読
出
来
ぬ
よ
う
処
理
し
て
い
る
。
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ど
同
じ
部
分
が
有
る
事
か
ら
、
こ
の
史
料

こ
そ
が
Ｑ-

Ｘ
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に

こ
の
史
料
の
発
見
は
極
め
て
大
き
な
意
義

が
有
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
次
の
通
り

で
あ
る
。「
國
家
總
動
員
法
」
を
運
用
す

る
企
畫
院
に
よ
る
戦
時
統
制
体
制
の
政

策
を
批
判
す
る
為
に
、
世
耕
弘
一
先
生

は
、
昭
和
十
五
年
一
月
十
日
発
行
の
『
立

憲
政
友
』
第
十
號
に
「
諸
事
統
制
廃
止
之

事
」
を
掲
載
し
た
が
、同
月
十
三
日
に
「
國

家
総
動
員
法
ニ
基
ク
現
行
統
制
經
濟
ヲ
攻

撃
シ
タ
ル
全
面
的
經
濟
統
制
反
対
論
ナ
ル

ガ
、
斯
ル
思
想
ノ
宣
傳
ハ
國
策
遂
行
上
支

障
ア
ル
モ
ノ
」と
し
て
、「
國
家
總
動
員
法
」

第
二
十
條
に
よ
り
同
論
説
は「
削
除
処
分
」

と
さ
れ
、
そ
の
旨
が
警
保
局

書
課
『
出

版
警
察
報
』
第
百
貮
拾
五
號
（
昭
和
十
五

年
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
世
耕
弘
一
先

生
は
そ
の
直
後
に「
諸
事
統
制
廃
止
之
事
」

と
同
じ
内
容
の
冊
子
『
統と

う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』

を
刊
行
し
た
が
、神
奈
川
縣
警
察
部
が「
納

本
」
無
し
の
「
秘
密
」
出
版
物
と
し
て
「
申

報
」
し
て
、
警
保
局
か
ら
警
視
廳
・
神
奈

川
縣
警
察
部
・
和
歌
山
縣
警
察
部
に
手
配

が
指
示
さ
れ
、『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
は
昭
和

十
五
年
五
月
三
十
一
日
に
「
安
寧
」
紊
乱

の
理
由
で
「
禁
止
」
処
分
と
な
り
、
そ
の

旨
が
警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第

百
貮
拾
八
號
（
昭
和
十
五
年
六
月
）
に
掲

載
さ
れ
た
。

　

本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
陳
述
か
ら
、
精
緻

な
史
学
理
論
を
援
用
し
て
、
採
取
し
た
一

次
史
料
を
批
判
的
に
検
討
す
る
事
（「
史

料
批
判
」Q

uellenkritik

）
に
よ
り
『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
の
「
禁
止
」
処
分
の
背
景

及
び
経
緯
が
明
瞭
に
な
っ
た
と
想
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
基
い
て
、『
統と
う

制せ
い

流は
や
り行
憂う

多た

』
の
持
つ
真
の
歴
史
的
意
義
が

甫
て
正
確
に
認
識
さ
れ
る
事
に
な
る
の
で

あ
る
。

注

１　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
七
日

の
本
学
建
学
史
料
室
勉
強
会
で
の
報
告

を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

２　

一
般
的
政
治
情
勢
は
、
歴
史
学
研
究

会
編
『
日
本
史
年
表　

増
補
版
』（
岩

波
書
店　

平
成
五
年
）、
拙
著
『
世
耕

弘
一

−

人
と
時
代
』（
東
信
堂　

令
和
元

年
）
等
を
参
照
し
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
。

３　

粟
屋
憲
太
郎
『
昭
和
の
政
党
』（
岩

波
書
店　

平
成
十
九
年
）
三
六
七

−

三
六
八
頁
。

４　

粟
屋
前
掲
書
三
六
八
頁
。

５　

粟
屋
前
掲
書
三
六
八
頁
。

６　
『
政
友
』
第
四
六
三
號
「
中
島
總
裁

推
戴
號
」（
立
憲
政
友
會
會
報
局　

昭

和
十
四
年
六
月
一
日
発
行
）。
こ
の
史

料
は
、
文
献
資
料
刊
行
会
編
の
リ
プ
リ

ン
ト
版
（
柏
書
房　

昭
和
五
十
五

−

五
十
六
年
）を
閲
覧
し
て
、こ
れ
に
依
っ

た
。
以
後
、
同
断
。

７　
『
政
友
』第
四
七
八
號「
解
党
號
」（
立

憲
政
友
會
會
報
局　

昭
和
十
五
年
九
月

一
日
発
行
）
。

８　
『
立
憲
政
友
』
第
一
號
　
（
昭
和
十
四
年

五
月
二
十
日
発
行
）。

９　
『
國
家
總
動
員
法　

法
案
の
内
容
と

解
説　

附
・
ド
イ
ツ
國
家
總
動
員
法
』

（
銀
座
書
房　

昭
和
十
三
年
）
は
、
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
特242

・

951

）
を
閲
覧
し
て
、
こ
れ
に
依
っ
た
。

10　

前
掲
書
二
頁
。

11　

前
掲
書
三
十
四

−

三
十
五
頁
。

12　
『
官
報　
昭
和
十
二
年
十
月
二
十
五
日

三
千
二
百
四
十
五
號
月
曜
日

』
は
国
立
国

会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

閲
覧
し
て
利
用
し
た
。

13　
『
政
友
』
第
四
五
九
號
（
立
憲
政
友

會
會
報
局　

昭
和
十
四
年
一
月
）
五
十

八

−

六
十
頁
。

14　

橋
川
文
三
「
革
新
官
僚
」（
神
島
二

郎
編
『
権
力
の
思
想
』
筑
摩
書
房　

昭

和
四
〇
年
）
二
五
二

−

二
五
三
頁
。

15　

前
掲
橋
川
文
三
「
革
新
官
僚
」
二
五

　

一

−

二
五
二
頁
。

16　
『
官
報　
昭
和
十
年
五
月
十
一
日

第
二
千
五
百
四
號
土
曜
日

』は
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲

覧
し
て
利
用
し
た
。

17　
『
官
報　
昭
和
十
年
五
月
十
一
日

第
二
千
五
百
四
號
土
曜
日

』は
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲

覧
し
て
利
用
し
た
。

18　

前
掲
橋
川
文
三
「
革
新
官
僚
」
二
五

　

四

−

二
五
五
頁
。

19　
『
官
報　
昭
和
十
二
年
五
月
十
四
日

第
三
千
百
六
號
金
曜
日

』は
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲

覧
し
て
利
用
し
た
。

20　
『
官
報　
第
百
二
十
一
號
昭
和
二
年

五
月
二
十
七
日
金
曜
日

』は
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲

覧
し
て
利
用
し
た
。

21　

前
掲
橋
川
文
三「
革
新
官
僚
」二
五
六

頁
。
企
畫
院
及
び
官
僚
の
「
革
新
派
」

に
つ
い
て
は
、
古
川
隆
久
「
昭
和
一
二

～
一
四
年
の
企
画
院
」『
史
学
雑
誌
』

第
九
十
七
巻
第
十
号　

山
川
出
版
社　

昭
和
六
十
三
年
）
も
参
照
し
た
。

22　

警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第

百
貮
拾
五
號
（
昭
和
十
五
年
二
月
）

三
十
八
頁
。
こ
の
史
料
は
、
リ
プ
リ
ン

ト
版
（
不
二
出
版
株
式
会
社　

昭
和

五
十
七
年
）を
閲
覧
し
て
、こ
れ
に
依
っ

た
。

23　
『
官
報　
昭
和
十
三
年
四
月
一
日

第
三
千
三
百
七
十
一
號
金
曜
日

』は
国
立
国

会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

閲
覧
し
て
利
用
し
た
。

24　
『
官
報　
昭
和
十
四
年
十
月
十
八
日

第
三
千
八
百
三
十
七
號
水
曜
日

』は
国
立
国

会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

閲
覧
し
て
利
用
し
た
。「
國
家
總
動
員

法
」
の
制
定
や
「
價
格
等
統
制
令
」
等

の
施
行
で
戦
時
統
制
経
済
を
実
施
す
る

為
に
特
高
警
察
の
機
能
が
強
化
さ
れ
た

だ
け
で
は
な
く
て
、
昭
和
十
三
年
七
月

に
警
保
局
に
「
経
済
保
安
課
」
が
設
け

ら
れ
、
各
府
県
に
も
「
経
済
保
安
課
」

等
が
置
か
れ
、
昭
和
十
五
年
迄
に
「
経

済
警
察
」
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
（
萩

野
富
士
夫
『
特
高
警
察
』（
岩
波
書
店　

平
成
二
四
年
）
一
二
七

−

一
二
八
頁
）。

25　

回
想
世
耕
弘
一
編
纂
委
員
会
編
『
回

想
世
耕
弘
一
』（
回
想
世
耕
弘
一
刊

行
会　

昭
和
四
十
六
年
）
二
四
三

−

二
五
〇
頁
。

26　

警
保
局

書
課
『
出
版
警
察
報
』
第

百
貮
拾
八
號
（
昭
和
十
五
年
六
月
）
八

　

二
頁
。
こ
の
史
料
は
、
リ
プ
リ
ン
ト
版

（
不
二
出
版
株
式
会
社　

昭
和
五
十
七

年
）
を
閲
覧
し
て
、
こ
れ
に
依
っ
た
。

27　

近
畿
大
学
建
学
史
料
室
所
蔵

28　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
昭
和
十
五
年

度　

單
行
本
處
分
日
誌　

檢
閲
課
保

管
係
』（
分
類
：
返
青
、
排
架
番
号
：

3A

・15

・15

−6

−1

）
。
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追
記

　

本
稿
で
は
近
畿
大
学
関
係
者
の
み
は

「
先
生
」
と
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
人
士

に
つ
い
て
は
敬
称
を
省
い
て
い
る
の
で
、

こ
の
点
は
諒
と
さ
れ
た
い
。

　

原
典
尊
重
の
観
点
か
ら
引
用
史
料
の
表

現
・
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
ま
ま

に
し
て
い
る
。

　

個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
一
部
史

料
の
人
名
は
判
読
出
来
ぬ
よ
う
に
処
理
し

た
。

新
刊
書
紹
介

　

世
耕
弘
一
先
生
の
生
涯
を
、
近
現
代
史

の
流
れ
に
即
し
て
、
数あ

ま
た多
の
一
次
史
料
に

語
ら
し
め
た
画
期
的
な
労
作
。

　

荒
木 

康
彦 

著

　
　
『
世
耕
弘
一

−

人
と
時
代
』

　
　

印
刷
・
発
行
：

　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年
八
月
三
一
日

　
　

刊
行
：
東
信
堂
株
式
会
社

　
　

版
型
：
四
六
版

　
　

頁
数
：
一
八
七
頁

　

本
書
の
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
市

販
さ
れ
て
い
な
い
近
畿
大
学
附
属
高
等
学

校
（
七
校
）
及
び
近
畿
大
学
工
業
高
等
専

門
学
校
の
自
校
教
育
の
副
読
本
『
世
耕
弘

一
と
そ
の
時
代
』（
近
畿
大
学
附
属
高
等

学
校
特
別
推
薦
入
学
試
験
の
受
験
選
考
方

法
検
討
委
員
会
刊
行
・
近
畿
大
学
管
理
部

用
度
課
出
版
印
刷
、
二
〇
一
五
年
四
月

二
七
日
に
印
刷
・
発
行
）
を
基
に
し
て
、

そ
れ
以
降
に
本
広
報
誌
に
掲
載
さ
れ
た
著

者
の
論
文
で
の
成
果
、
近
年
著
者
が
発
見

し
た
数
多
の
一
次
史
料
の
厳
密
な
批
判
的

検
討
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
で
補
強
し
て
、

『
世
耕
弘
一

−

人
と
時
代
』
と
改
題
し
て

刊
行
さ
れ
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
非
常
に
明
晰
な
文
章
で
描
か

れ
る
「
歴
史
事
実
」
に
、
逐
一
注
が
付
け

ら
れ
て
総
計
三
六
〇
余
に
上
り
、
典
拠
で

あ
る
数
多
の
一
次
史
料
（
貴
重
な
原
史
料

を
含
む
）・
文
献
が
そ
の
都
度
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
も
分
か
る
様
に
、
読

者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恰
も
無
数

の
モ
ザ
イ
ク
小
片
石
か
ら
構
成
さ
れ
る
壮

大
な
モ
ザ
イ
ク
画
の
如
き
客
観
的
な
歴
史

像
で
あ
り
、
決
し
て
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た

絵
画
の
如
き
主
観
的
な
歴
史
像
で
は
な

い
。
こ
の
点
に
、
歴
史
家
と
し
て
重
要
な

「
知
的
誠
実
さ
」
を
著
者
は
堅
持
し
て
い

る
事
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

世
耕
弘
一
先
生
が
政
治
家
と
大
学
人
の

両
面
を
持
つ
事
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、

リ
ン
ま
で
の
「
鉄
路
の
旅
」
が
、
生
き
生

き
と
再
現
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
で
は
そ

の
他
に
、
著
者
は
「
苦
学
」
を
取
り
扱
っ

た
書
籍
の
一
八
九
三
年
か
ら
一
九
二
二
年

の
間
の
毎
年
の
刊
行
数
か
ら
「
苦
学
」
盛

行
の
動
態
を
析
出
し
て
、
世
耕
弘
一
先
生

の
「
学
生
車
夫
」
と
し
て
の
「
苦
学
」
の

時
期
は
、「
苦
学
」
盛
行
の
ピ
ー
ク
を
な

す
一
時
期
と
合
致
す
る
と
指
摘
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
恂
に
瞠
目
に
値
す
る
学
術
的

成
果
で
あ
る
。

　

第
Ⅱ
部
は
、
世
耕
弘
一
先
生
が
恩
師
の

山
岡
萬
之
助
（
一
八
七
六

−

一
九
六
八
）

先
生
宛
に
ベ
ル
リ
ン
で
発
信
し
た
四
通
の

非
常
に
難
解
な
書
簡
の
解
読
・
現
代
語
訳

文
が
、
先
ず
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
最
重
要
な
書
簡
は
、
山
岡
先
生
の
子
孫

の
方
か
ら
学
習
院
大
学
法
学
部
に
寄
贈
さ

れ
た
約
三
、
〇
〇
〇
点
の
史
料
（
同
大
学

法
学
部
・
経
済
学
部
図
書
セ
ン
タ
ー
で

「
山
岡
萬
之
助
関
係
文
書
」
と
し
て
整
理
・

所
蔵
さ
れ
て
い
る
）
の
中
で
、
著
者
が
発

見
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
通
の
書
簡
の
内

容
が
、
当
時
ベ
ル
リ
ン
で
刊
行
さ
れ
た
旅

行
案
内
書
・
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
の

一
次
史
料
・
当
時
の
他
の
日
本
人
留
学
生

の
書
簡
や
日
記
と
、
更
に
当
時
の
ド
イ
ツ

の
政
治
や
経
済
の
一
般
的
状
況
と
摺
り
合

せ
ら
れ
、
従
来
殆
ど
未
解
明
で
あ
っ
た
世

耕
弘
一
先
生
の
ド
イ
ツ
留
学
の
様
子
が
実

証
的
に
考
察
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
留
学

が
先
生
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
大
き
さ
が
解

明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
第
Ⅱ
部

で
更
に
刮
目
に
値
す
る
の
は
、
著
者
が
ベ

ル
リ
ン
の
州
立
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
『
ベ
ル
リ
ン
住
所
録　

一
九
二
三

こ
の
両
面
で
糾あ

ざ
な
え
ら
れ
た
縄
の
よ
う
な

形
で
生
涯
を
貫
い
た
先
生
が
夫
々
の
時

代
に
真
摯
に
対
峙
し
た
姿
を
、
即
ち
先

生
の
「
人
と
時
代
」
を
、
次
の
如
く
三

時
期
に
分
け
て
、
本
書
は
可
能
な
限
り

一
次
史
料
に
語
ら
し
め
て
描
い
て
い
る
。

「
第
Ⅰ
部　

お
お
い
な
る
旅
路
」

　

出
生
（
一
八
九
三
年
）
か
ら
留
学
の

為
に
ベ
ル
リ
ン
到
着
（
一
九
二
三
年
）

ま
で
の
時
期

「
第
Ⅱ
部　

ド
イ
ツ
留
学
時
代
」

　

ベ
ル
リ
ン
で
の
活
動
開
始
（
一
九
二
三

年
）
か
ら
ベ
ル
リ
ン
出
立
（
一
九
二
七

年
）
ま
で
の
時
期

「
第
Ⅲ
部　

大
学
人
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　

政
治
家
と
し
て
」

　

帰
国（
一
九
二
七
年
）か
ら
死
去（
一
九

　

六
五
年
）
ま
で
の
時
期

　

世
耕
弘
一
先
生
の
「
人
と
時
代
」
が
、

即
ち
各
時
代
の
歴
史
的
現
実
の
只
中
に

於
け
る
先
生
の
活
動
が
一
次
史
料
を
用

い
て
「
内
在
的
」（im

m
anent

）
理
解
で

以
て
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

は
、
本
書
は
単
な
る
伝
記
で
は
な
く
て
、

新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
歴
史
書
に
な
っ
て

い
る
と
さ
え
言
え
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
日
本
大
学
関
係
の
多

数
の
史
料
か
ら
世
耕
弘
一
先
生
の
学
生

時
代
の
実
像
が
、
外
務
省
外
交
史
料
館

所
蔵
の
先
生
の
旅
券
に
関
す
る
史
料
か

ら
旅
券
申
請
の
様
子
が
、
先
生
自
身
の

回
想
と
搭
乗
さ
れ
た
伏
見
丸
に
関
す
る

客
観
的
デ
ー
タ
か
ら
神
戸
か
ら
マ
ル
セ

イ
ユ
ま
で
の
船
旅
の
実
際
が
、
当
時
の

欧
州
旅
行
案
内
書
と
欧
州
大
陸
の
鉄
道

の
時
刻
表
か
ら
マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
ベ
ル


